
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の

点数
20210601 有限会社　東葉物流倉庫（法

人番号3040002058170）代表
者：川﨑　健一

千葉県富里市七栄６５１
－２７４

本社 千葉県富里市七栄６５１－２
７４

事業停止（3日間）、輸送
施設の使用停止（328日
車）、輸送の安全確保命
令

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和2年1月29
日、監査を実施。18件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（３）アルコール検知器備え義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第4項）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（６）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項）、（７）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（８）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（９）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、（１０）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の2）、（１１）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第22条）、（１２）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第23条第1項）、（１３）事業計画（自動車車庫及び休憩睡眠施設）の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１４）事業計画（営業所に配置する事業用自動車
の種別ごとの数）の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１５）事業計画
事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１６）運送約款の無掲示（貨物自動
車運送事業法第11条）、（１７）事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未
加入のもの（貨物自動車運送事業法第24条の4）、（１８）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

34 34

20210601 株式会社　正洋（法人番号
2030001039677）代表者：髙德
正洋

埼玉県北葛飾郡松伏町築
比地１２５－２

本社 埼玉県川口市安行北谷６１
３

輸送施設の使用停止（40
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として、令和2年10月23日、監査を実施。3件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

8 4

20210601 有限会社　三晃運輸（法人番
号6030002117783）代表者：高
橋　利光

埼玉県行田市上池守字畑
通６１５

本社 埼玉県行田市上池守字畑
通６１５

輸送施設の使用停止（210
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の2

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和2年11月
18日、監査を実施。6件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（５）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）、（６）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

50 21

20210601 株式会社　東信物流（法人番
号3030001044156）代表者：渡
邊　昭仁

埼玉県上尾市大字上野１
１５８－４

下妻 茨城県下妻市若柳字西久
保乙１３３－２

輸送施設の使用停止（110
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年11月9日、同年12月15日、及び同
年12月23日、監査を実施。8件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、（６）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条の3）、（７）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、（８）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第22条）

11 11

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年６月分）



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の

点数

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年６月分）

20210601 株式会社　昇福運輸（法人番
号2060001024247）代表者：中
嶋　理恵子

栃木県小山市大字外城２
６７－８

本社 栃木県小山市大字外城２６
７－８

輸送施設の使用停止（130
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項

酒気帯び運転及び救護義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和
2年10月30日、同年11月30日、同年12月24日及び令和3年1月14日、監査を実施。10件の
違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）点呼
の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（５）乗務
等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（６）乗務等の記録
の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（７）運行記録計
による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（８）運行指示書の作成
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（９）運転者に対する指導監督
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（１０）報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第60条第1項）

30 13

20210601 有限会社　さくらネット（法人番
号8030002033129）代表者：安
田　友義

埼玉県所沢市坂之下８６
７－１

神奈川 神奈川県厚木市三田南１－
１３－５４（旧：神奈川県相模
原市南区新戸３０２３－１４）

輸送施設の使用停止（40
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年11月5日及び同年11
月18日、監査を実施。9件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、（６）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（７）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の2）、（９）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条
第1項）

4 4

20210601 行田運輸　株式会社（法人番
号2030001086777）代表者：新
井　宏幸

埼玉県行田市宮本１６－
２０

本社 埼玉県行田市宮本１６－２０ 文書警告 貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年4月14日、監査を実
施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）

0 0

20210608 株式会社　オザキ運送（法人
番号8030001049010）代表者：
尾崎　郁夫

埼玉県富士見市水谷東２
－１０－７

富士見 埼玉県富士見市東みずほ
台２－１０－６　ハイツフレン
ドリー１－１０１

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年12月8日、監査を
実施。2件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（２）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）

10 3

20210608 青幸積運　有限会社（法人番
号4030002051191）代表者：足
達　吉則

埼玉県草加市瀬崎３－４
０－２５－６０６

本社 埼玉県比企郡川島町かわじ
ま１－５

輸送施設の使用停止（110
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年12月1日、監査を実施。12件の違
反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務
等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計に
よる記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）高齢運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）定
期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（１０）整備管理
者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（１１）運行管理
補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、（１２）事業の適確
な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第24条
の4）

11 11



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の

点数

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年６月分）

20210622 株式会社　富夢（法人番号
4030001107481）代表者：谷川
健一

埼玉県さいたま市岩槻区
加倉３－１０－４３

本社 埼玉県さいたま市岩槻区加
倉３－１０－４３（旧：埼玉県
さいたま市岩槻区横根２１８
－１）

事業停止（3日間）、輸送
施設の使用停止（206日
車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第13条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年5月16日及び同年6
月18日、監査を実施。16件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第8条第1項）、（５）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（６）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（７）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（８）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（９）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項）、（１０）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
13条）、（１１）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第22条）、（１２）必要な員数の運転者の確保違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第１項）、（１３）事業計画（自動車車庫及び休憩睡眠施設）の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）、（１４）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）、（１５）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）、（１６）報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

34 34

20210622 有限会社　桜彩社物流サービ
ス（法人番号3030002004803）
代表者：小笠原　明文

埼玉県さいたま市南区大
谷口７１２

本社 埼玉県さいたま市南区大谷
口９７３－１

許可の取り消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。

- -

20210622 有限会社　今井屋商事運送
（法人番号9040002080334）代
表者：片岡　一也

千葉県長生郡白子町八斗
２０５０－２

山武 千葉県山武市木原字木戸
後南山１４５３－７

輸送施設の使用停止（40
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10月22日及び同年
10月29日、監査を実施。9件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第8条第1項）、（５）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の3）、（６）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（７）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（８）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の2）

4 4

20210622 株式会社　東京ロジネッツ（法
人番号4011801018102）代表
者：冨永　昭穂

東京都葛飾区東金町３－
１７－４

東京 東京都葛飾区東金町３－１
７－４

輸送施設の使用停止（20
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年12月25日、監査を実
施。5件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）、（２）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（３）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、（４）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（５）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）

2 2

20210622 有限会社　上州屋実業（法人
番号3070002034128）代表者：
釜塚　信子

群馬県館林市小桑原町７
６９－１４

本社 群馬県館林市小桑原町７６
９－１４

輸送施設の使用停止（10
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第23条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年11月27日及び令和3年1月20日、
監査を実施。4件の違反が認められた。（１）必要な員数の運転者の確保違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第１項）、（２）点検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の2）、（３）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第23条第1項）、（４）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条
第1項）

1 1



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の

点数

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年６月分）

20210622 エスエストランスポート　株式
会社（法人番号
4040001049293）代表者：本田
正行

千葉県千葉市若葉区小倉
台６－２５－１８

本社 千葉県千葉市若葉区小倉
台６－２５－１８

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年12月10日、監査を実
施。3件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項）、（２）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）、（３）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）、

3 3

20210622 有限会社　宏友興業（法人番
号3040002033925）代表者：保
土田　勇

千葉県市川市北国分３－
１３－１２

本社 千葉県市川市北国分３－１
３－１２

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業法第
17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年4月8日、監査を実
施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

20210622 有限会社　宍倉建材（法人番
号2040002066918）代表者：宍
倉　貴博

千葉県木更津市井尻９９
３－９

本社 千葉県木更津市井尻９９３
－９

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業法第
17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年4月8日、監査を実
施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

20210622 大塚金三 東京都杉並区荻窪４－３
３－３

本社 東京都杉並区荻窪４－３３
－３

許可の取り消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。

- -

20210622 大沢一男 東京都豊島区西巣鴨１－
１６－４

本社 東京都豊島区西巣鴨１－１
６－４

許可の取り消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。

- -

20210622 野島運輸　株式会社（法人番
号-）代表者：野島茂

東京都練馬区谷原４－１
９－２９

本社 東京都練馬区谷原４－１９
－２９

許可の取り消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。

- -

20210622 有限会社　田中運送店（法人
番号7011602006468）代表者：
田中幸一

東京都練馬区大泉町２－
６３－１

本社 東京都練馬区大泉町２－６
３－１

許可の取り消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。

- -



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の

点数

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年６月分）

20210622 デラップス運輸　有限会社（法
人番号-）代表者：柴生田諭吉

東京都練馬区大泉学園町
５３６６

本社 東京都練馬区大泉学園町５
３６６

許可の取り消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。

- -

20210622 日本陸運送　株式会社（法人
番号-）代表者：田中清松

東京都江東区深川新大橋
１－１１

本社 東京都江東区深川新大橋１
－１１

許可の取り消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。

- -

20210622 井上運輸　有限会社（法人番
号3010602000344）代表者：井
上功

東京都江東区扇橋２－５
－４

本社 東京都江東区扇橋２－５－
４

許可の取り消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。

- -

20210622 有限会社　天覧通商（法人番
号2030002120915）代表者：田
代　満江

埼玉県飯能市青木２３３
－９

本社 埼玉県飯能市青木２３３－９ 許可の取り消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。

- -

20210622 有限会社　秀栄（法人番号
4070002002785）代表者：太田
秀雄

群馬県前橋市天川原町１
３８

本社 群馬県前橋市上佐鳥町４３
３－１

許可の取り消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出廃止が判明したこと
から、事業許可を取消したもの。

- -

20210622 有限会社フラッシュ・イン・トラ
ンスポート（法人番号
9070002025377）代表者：山賀
省治

群馬県みどり市笠懸町久
宮
 ５３３－２０

本社 群馬県みどり市笠懸町久宮
 ５３３－２０

許可の取り消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出廃止が判明したこと
から、事業許可を取消したもの。

- -

20210622 有限会社　丸石商事（法人番
号9070002037125）代表者：石
坂　和志

群馬県吾妻郡中之条町青
山６－３

本社 群馬県吾妻郡中之条町大
字横尾１５１８

許可の取り消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。

- -



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の

点数

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年６月分）

20210629 株式会社　セカンド・ステージ
（法人番号4011701014358）代
表者：川田　成明

東京都江戸川区南小岩１
－１３－６

事業本部 東京都江戸川区上篠崎４－
１１－７

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業法第
17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10月27日、監査を
実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

20210629 丸勝運輸　有限会社（法人番
号5040002085089）代表者：伊
藤　健二

千葉県旭市駒込４９０－３ 本社 千葉県旭市駒込４９０－３ 輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業法第
17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年4月16日、監査を
実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

20210629 有限会社　干潟運送（法人番
号4040002085057）代表者：内
田　淳美

千葉県旭市萬力２７１８－
３

本社 千葉県旭市萬力２９１４－２ 輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業法第
17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年4月13日、監査を
実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

注２ 違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことにより点数が消滅することがあります。（貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について３．（４）但し書き参照）
注１ 事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。


